
第８８号議案 

加東市立図書館条例の一部を改正する条例制定の件 

加東市立図書館条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成３０年１２月３日提出 

 加東市長 安 田 正 義  

加東市条例第  号 

加東市立図書館条例の一部を改正する条例 

加東市立図書館条例（平成１８年加東市条例第８６号）の一部を次のように改正する。 

別表加東市図書・情報センターの項を削る。 

附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 



加東市立図書館条例の一部改正（要旨）

１ 改正理由

本市の図書館の配置規模として、中学校区に一館の体制とするに当たり、加東市図書・

情報センターについて、加東市公共施設等総合管理計画に基づき、公の施設としての用途

を廃止するため、加東市立図書館条例の一部を改正するものである。

２ 改正内容

図書館の名称及び位置から、加東市図書・情報センターを削ること。（別表関係）

３ 今後の利用方法

  加東市図書・情報センターは、やしろ国際学習塾Ｌ．Ｏ．Ｃ．ホールのリハーサル室等

に転用する。

４ 施行期日  平成３１年４月１日

第８８号議案 要旨



新   旧   対   照   表 

現       行 改   正   案 

別表（第２条関係） 

名称 位置 

加東市中央図書館 加東市社１２３番地 

加東市図書・情報センター 加東市上三草１１７５番地 

加東市滝野図書館     加東市下滝野１３６９番地２ 

加東市東条図書館 加東市天神６６番地 

別表（第２条関係） 

名称 位置 

加東市中央図書館 加東市社１２３番地 

加東市滝野図書館     加東市下滝野１３６９番地２ 

加東市東条図書館 加東市天神６６番地 
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